
環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングの推進
（構造改革特区制度の創設）

地方公共団体の特区申請・認定

無人の事務所における貸渡しを容認
ハイブリッド車など環境に配慮した車両を使用

ＩＴ等の活用により、車両の状況を管理。貸渡証の交付を不要に

大規模集合団地

病院

駅前広場

都市部におけるマイカー
の過度使用により
・生活環境が悪化
・慢性的な渋滞の発生

自家用自動車の共同
利用（カーシェアリング）
の推進

車両の点検・整備・管理
を行うため、レンタカー
型として行うことが有効

利便性の向上
事業者負担の軽減

地方運輸局等による「環境にやさしいカーシェアリング推進モデル地区」認定


